
要請事項 回　　　答 担当部局

１．労働者福祉運動・事業との連携・支援について

（１） 一般財団法人鳥取県労働者福祉協議会（以下、鳥取県労
福協）は、県内労働者の生活サポートと労働者福祉の環境改善
に向けて活動を展開しています。また、労働・生活全般の相談の
ワンストップ解決サービスを目的とする「ライフサポートセンター
とっとり」を運営し相談を受け付けています。厳しい社会経済・雇
用環境のもと、相談者からの相談内容は複雑化してきており、相
談体制のネットワーク強化が必要となっています。つきましては、
鳥取県労福協に対し、県内勤労者の自主福祉運動の推進及び
発展に繋げていく活動への連携を深めていただくとともに、財政
の支援を引き続きお願いしたい。

　一般財団法人鳥取県労働者福祉協議会に対しては、鳥取県労働者福祉協議会補助金として、「鳥取県労働
者スポーツ祭典」や「勤労者美術展」など労働者福祉の増進に資する事業に対して支援しているところ。また、
「ＴＨＥ社会人」の作成についても財政的支援を継続し、平成２８年度も引き続き県教育委員会高等学校課とも
連携して、ミニ冊子「THE社会人基礎編」を県内の高校3年生に配布した。「ＴＨＥ社会人」を企業の研修でも活
用していただき、若者の早期離職防止に向けた取り組みをしている。
今後も、事業の費用対効果も検証しながら、引き続き財政支援を図っていきたい。

・商工労働部（雇用
人材局労働政策課）

（２）厳しい経済状況や労働における規制緩和が進み、雇用形態
のミスマッチが増加し雇用環境は大きく変化し、労使関係にも大
きな影響を及ぼしています。労働者からの労使間トラブルの相談
が寄せられている中小企業労働相談所「みなくる」の事業運営に
おいて、サービスの質の向上を図っていくための情報提供、・相
談員のスキルアップなど、機能強化への連携と協力をお願いした
い。

　Ｈ２７年度のみなくるでの労働相談件数は２，５８６件でそのうち労働条件に関する相談は１，２５９件と年々増加
している。相談体制の他機関との連携では、ハローワークやライフサポートセンターなどから受けた相談は２９２
件、反対にみなくるから他機関を紹介した件数は２７７件である。複雑化する労働問題解決に向けて、今後も労
働相談等のサービス向上を図るために、どのようなニーズがあるか関係機関と意見交換を行いながら連携と協力
に努めたい。

・商工労働部（雇用
人材局労働政策課）

２．消費者行政の充実強化に関する要請について

（1）「鳥取県消費者教育推進計画」が策定され、消費者教育の
意義・推進内容が示されました。消費生活センターと市町村・関
係団体が連携して、普及・啓発活動の役割を十分に果たしてい
ただくことにより「消費者の権利」が遂行されていると考えます。
消費者被害を防ぐ仕組みが機能していくために、あらゆる世代に
対して積極的な消費者教育の推進によって充実を図られたい。

　本県では、平成28年3月に策定した「鳥取県消費者教育推進計画」の重点項目として、「消費生活センターを
中心とした消費者教育の意義の普及」、「小・中・高等学校における消費者教育の一層の推進」、「高齢者・障が
いのある人の消費者被害を防ぐ仕組みづくり」を掲げ、幼児期から高齢期まで各世代に対する消費者教育を推
進するとともに、住民に身近な地域や学校等に様々な情報を提供したり、消費者教育の担い手を支援したりする
ことで、県民一人一人が自立した消費者になることを目指すとともに、地域の消費者が学び合い、ともに支え合う
地域づくりを推進している。
　消費者教育の意義の普及については、これまでの「被害に遭わない消費者」の教育にとどまらず、社会の一員
としてよりよい市場とよりよい社会の発展のために積極的に関与する「消費者市民社会の形成に寄与する消費
者」を育成するため、「人や社会、環境など、商品やサービスの背景にある社会的価値を考えた消費活動」につ
いて、未来を担う子供たちを中心に、その家族や一般県民を対象とした普及啓発の取組を展開する。
　高齢者、障がい者等の消費者トラブルを防止するためには、様々な媒体を活用した積極的な啓発と併せ、家
族や地域による見守りネットワークの構築が重要だと考えており、平成２８年度に、県内のタクシードライバー向け
に「特殊詐欺被害防止テキスト」を作成・配布するとともに、「特殊詐欺を防ぐ地域モデル事業」を市街地と中山
間地域のそれぞれの社会福祉協議会、自治会に委託し、地域の特性に応じた高齢者等を見守る体制を構築す
るための取組を実施してきた。平成２９年度には、「特殊詐欺被害防止テキスト」を広く一般県民に活用して頂く
よう内容を拡充し、モデル事業についても、取組の成果を全県に広げていくこととしている。

・生活環境部（消費
生活センター）

一般財団法人鳥取県労働者福祉協議会の要請項目（平成28年度）
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（2）消費者教育の実施において、教育現場の優先順位は低いと
言われているが、高校生が社会人になる前に、消費者被害に遭
わないための知識を深めていくことは必要不可欠なことです。そ
の得た知識を周りに広げていくことにより、消費者教育推進が図
れるものと考えます。また、社会人になる心構えとしての労働基
本ルールを理解しておくことも重要です。県内全高校で、金銭ト
ラブル、労働トラブルに巻き込まれないよう、現教育内容を検証さ
れるとともに消費者教育及び社会人前教育の実施の徹底を図ら
れたい。

　幼児期から高齢期まで、各ライフステージに様々な場で実施される消費者教育が、個別的・ピンポイントのよう
な取組ではなく、体系的に関連性・継続性・発展性を持って次のライフステージにバトンタッチできるよう、消費者
庁が作成した「消費者教育の体系イメージマップ」を関係者で共有しながら消費者教育を推進している。
　消費生活センターでは、ラジオ、新聞等様々なツールを活用し広く県民に情報提供を行うほか、県内の大学等
と連携し「くらしの経済・法律講座」を開催し、20歳前後の若者をはじめ、広く一般県民に対し消費者問題に関す
る知識を体系的に学習する機会を提供している。
　また、平成26年度に実施した「消費者教育に関する教育機関の実態調査」で学校側から「指導方法が分から
ない」、「活用できる教材が少ない」等の意見が寄せられたため、平成28年度から消費者教育支援員を１名配置
し、学校現場等との調整や情報提供を行うとともに、教師等と指導方法や教材等について開発するワーキング
チームを新設し、より一層の消費者教育の推進に取り組んでいる。
　さらに、消費者教育支援員は幼児から高校生に対しても、金融、悪質商法対策、エシカル消費（環境・社会・地
域などを思いやる消費）など、消費生活に関する知識を習得できる啓発講座を「とっとり消費者大学」として展開
している。
　平成２９年度には鳥取県金融広報委員会や教育委員会等と連携し、社会人になる前の高校生や大学生等を
対象にした金融トラブル等の消費者問題に関する知識を習得できる講座を開催するよう計画している。
○県立高校では消費者被害に遭わないために公民科や家庭科の授業でも学習しているところであるが、そのほ
かにも総合的な学習の時間や特別活動の時間を活用し、全高校で「生徒と社会がつながる教育推進事業」の中
で、主に2，3年生を対象として司法書士会、社会保険労務士会等の外部講師により、消費者講座や働くときの
基礎知識等について学習している。
○県内すべての私立高校において、消費者教育等を実施されている。
〔実施の例〕
○鳥取城北高校３年生
　　講演　高校生のための「消費者教育社会人教育研修」
　　内容　ローンやクレジットカード等の問題点や活用等について学ぶ
○米子松蔭高校　１，３年生
　　内容　消費者トラブル、契約、持続可能な社会のための消費活動について学ぶ
　

・地域振興部（教育・
学術振興課）
・生活環境部（消費
生活センター）
・教育委員会（高等
学校課）

３．格差・貧困社会の是正、セーフティネットの強化に関する要請について

（1）生活困窮者や複合的に課題を抱えた人たちに対して「社会と
のつながりの再構築」をめざすという基本視点や、「包括的かつ
個別的な支援」「早期からの継続的な支援」といった本来の趣
旨・理念の徹底を関係部署・団体に対して図られたい。その上
で、福祉分野にとどまらず、ワンストップで対応し問題解決できる
部局横断的かつ総合的に取り組む体制や官民協同の幅広い
ネットワークを構築されたい。

　県全体の生活困窮者自立支援を推進するため、「生活困窮者自立支援制度の促進に資するバックアップ事
業」により鳥取県社会福祉協議会と連携して市町村の後方支援やネットワークづくりに取り組んでいる。今後も、
生活困窮者自立支援制度の趣旨・理念を踏まえた相談支援体制や各分野とのネットワークの形成に取り組みた
い。
　また、地域住民を含めた民間活動との協働体制強化や複合的な課題を抱える世帯に対する包括的支援体制
の整備など、共助と公助の強化によるセーフティネット形成による地域づくりに取り組んでいきたいと考えている。

・福祉保健部（福祉
保健課）

（2）改正生活保護法運用にあたっては、実施機関に対して生活
保護の申請抑制や扶養義務の強化を招くことがないよう徹底さ
れたい。また、生活保護制度を広く住人に知らせ、申請書やパン
フレットを福祉事務所や行政の各相談窓口に設置するなど、誰も
が利用しやすい制度にしていただきたい。

　保護の開始申請等における相談に当たっては、厚生労働省からの通知により、相談者の申請権を侵害しない
ことはもとより、申請権を侵害していると疑われるような行為を厳に慎むこととされている。また、相談対応の留意
点及び、パンフレット（生活保護のしおり）の窓口設置等については、担当者会議、施行事務監査において周知
を図っている。
　

・福祉保健部（福祉
監査指導課）
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（3）申請等に関する苦情や相談、不服申し立て（審査請求）を受
け付け、調査権と行政への勧告権を持つ「第三者機関」の設置
を検討されたい。

　苦情相談等については、行政機関等の相談窓口や既存の不服申立制度を活用されたい。 ・福祉保健部（福祉
監査指導課）

（４）生活困窮者自立支援制度において、就労支援を促進するた
め、支援員の確保や体制の強化をはかるとともに、就労の受け皿
となる企業、協同組合、ＮＰＯへの支援を進めるよう市町村、関係
団体に対して指導されたい。また、支援対象者を経済的困窮者
に限定せず、アウトリーチも含め可能な限り社会的孤立への対応
を図られたい。

　県全体の生活困窮者自立支援を推進するため、「生活困窮者自立支援制度の促進に資するバックアップ事
業」により鳥取県社会福祉協議会と連携して市町村の後方支援やネットワークづくりに取り組んでいる。その中
で、生活困窮者自立支援制度における就労訓練事業の協力事業所の開拓にも取り組んでいるところである。
　なお、生活困窮者自立支援制度の他、若者やひきこもり、障がい者等の各分野においても、直ちに就職するこ
とがむずかしい就職困難者への支援を実施している。この就職困難者への支援過程である「中間的就労支援」
を分野横断的に推進していくため、今年度９月補正予算において「低所得者等に係る中間的就労支援推進事
業」を開始し、企業等事業所の開拓や開拓事業所との連携等について、課題共有やノウハウ向上に取り組んで
いるところである。
　また、生活困窮者自立支援制度においては、困難を抱える方は経済的困窮や孤立状況が背景にあることが多
いという認識のもとでアウトリーチも含めた相談支援を行える体制づくり、地域づくりが必要とされている。今後も、
市町村との情報交換や連絡会議、研修会等を通じて取り組んでいきたい。
　

・福祉保健部（福祉
保健課）

（５）大学を卒業した後、雇用形態や低収入によって、奨学金の
返済に苦しみ、社会的・経済的な両面で生活環境に影響が出て
いる状況が大きな問題となっています。「ニッポン一億総活躍プ
ラン」に給付型奨学金の創設に向けた検討を進めることが盛り込
まれました。ただし、まだ実施が確定したわけではなく、対象者
（規模）や財源などはこれからです。
　現状を踏まえ、給付型奨学金制度の早期実現、対象者を広げ
た制度となるように国に要請されたい。また、所得連動型返済制
度の創設においても、年収が低い者には返還を求めないなど利
用者負担の少ない制度となるよう要請されたい。

・給付型奨学金の創設については、平成２８年７月に国に要望したところであり、その後国において検討が進め
られ、平成２８年１２月にその概要が示された。
・選考基準等の制度の詳細が今後示される予定であるため、その動向を見守ることとしたい。
・また、給付型奨学金制度創設の要望に併せて、無利子奨学金の拡充、奨学金の減額返還制度や返還期限の
猶予・免除制度の拡充等の対策を講じることについても国へ要望した。

・教育委員会（人権
教育課）

（６）県におかれては、国の奨学金制度を補う観点から医師、看
護師等の特定職種で県内就業年数に応じた「返還免除制度」が
設けられているが、職種を限定しない制度の創設によって雇用の
拡大も図られたい。

県では、平成２７年度に鳥取県未来人材育成奨学金支援事業を創設し、県と産業界が協力して基金を設置し、
県内に就職する大学生等の奨学金返還を助成する制度を設けた。対象業種については、国の制度により、産
業界の意見を聞きながら、国と協議を行い選定を行うことが求められており、平成27年度は製造業、ＩＴ企業、薬
剤師の職域でスタートし、平成28年度は建設業、建設コンサルタント業、旅館・ホテル業を拡充、平成29年度は
民間の保育士・幼稚園教諭への拡充を検討している。

・商工労働部（雇用
人材局就業支援課）
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４．中小企業勤労者の福祉格差の是正について

（1）中小企業勤労者の福祉格差の是正に向けて、自治体・事業
主の役割・責務等の明確化、ワーク・ライフ・バランスの推進、関
連施策との関係整備等はかる観点から、法制化を図るよう国に要
請されたい。

　国が「働き方改革実現会議」を開催し、同一労働同一賃金や長時間労働の是正などに取り組んでいるところで
あり、この働き方改革が福祉格差の是正にも資すると考える。労働法制については、国で議論されるところであ
り、今後の動向に注視していきたい。

・商工労働部（雇用
人材局労働政策課）

（２）中小企業勤労者福祉サービスセンターの自立と再生に向け
て、広域化を推進するとともに、勤労者の暮らしと福祉に関する
総合福祉センターも展望し、魅力あるサービス内容を提供してい
くために、県として積極的な役割を発揮され、市町村のサービス
センター支援に対して指導を強化され、未設置エリアの解消にご
尽力いただきたい。

　中小企業勤労者福祉サービスセンターに対する国庫補助は、平成17年12月に閣議決定された「行政改革の
重要方針」を受けて、労働保険特別会計の見直しが行われた結果、平成18年度をもって廃止された。中小企業
単独では実施が困難な福利厚生を担っている中小企業勤労者福祉サービスセンターに関して、その利用促進
は勤労者福祉向上の観点からも望ましいことである。現在、鳥取と米子の各センターへは、それぞれ鳥取市、米
子市が補助金で支援を継続しているところであるが、財政面を含めた効果的な運営について、今後もセンターと
関係市町村が主体的に連携して取り組むことを期待したい。
　未設置エリアとなっている県中部地域については、鳥取市、米子市の取り組みの周知に努めたい。

・商工労働部（雇用
人材局労働政策課）

５．鳥取県中部地震の被災者支援について

（１）１０月２１日に中部で大地震が起き、住宅被害は10,000棟に
も及び、各施設等も大変な被害を負いました。災害当初から県、
被災地自治体におかれては迅速な被災者支援、復旧対策等進
めていただきましたことにお礼申し上げます。これから本格的な
復興・再生に向けての取り組みが必要でありますが、被災地・被
災者ごとのニーズを集約し施策に反映させ、きめ細かな情報収
集・提供や総合相談の体制を整備されるよう要望します。

　被災者や被災事業者向けの支援制度・相談窓口について取りまとめたパンフレットを作成し、市町や県ホーム
ページ、金融機関の窓口での配架等を通じて周知しています。
　また、被災者の住宅復旧・生活再建などに向けたさまざまな相談を受けるため、11月20日に中部総合事務所
内に県民向けの中部地震総合支援相談窓口を設置するとともに、11月21日には復興に向けた支援策を推進す
る「鳥取県中部地震復興本部」を立ち上げました。
　併せて、11月24日（木）には倉吉市内（エキパル倉吉）で、弁護士等の士業団体と税務署など国の機関とともに
中部地震無料合同相談会を実施し、第2回目の相談会を1月22日（日）に同会場で実施しました。
　今後も、市町と連携して被災者の方々の生活再建の段階に応じた相談体制を構築していくように努めていきま
す。

・元気づくり総本部
（県民課）

（２）障がい者、高齢者等の災害弱者への避難先・物資・情報の
提供を、十分な配慮を進められるとともに、心理ケアー等、被災
者に寄り添った対応を進めていただくよう要請します。

　災等時に、障がい者、高齢者など要支援者に対して速やかに情報が伝わり、安心して避難所等で生活が送れ
るように、障がい者団体等からも御意見を伺いながら、県と市町村が協力し要支援者に寄り添った災害対策を検
討していきたい。

・福祉保健部（福祉
保健課）
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